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報告行動に影響を与える組織風土の分類

村上 恭一 リクルートワークス研究所・客員研究員 

不祥事を防止する施策立案時の人間観は「他律的人間」なのか「啓蒙された人」なのか。この問題は、組織環

境の問題なのか、個人の意識の問題なのか。製品の品質問題に止まらず、不祥事や品質低下を未然に防ぐには従

業員による報告が重要である。しかし現実としては報告されていれば未然に防げた事故が報告されず問題が発露

する。そうすると、従業員の報告意図を左右する原因の追求と対策は重要な探求課題である。そこで、報告意図

を左右する原因について探求する。本論では、企業不祥事の防止やコンプライアンス問題を未然に防ぐ報告行動

に組織風土がどのような影響を与えるのかについてベックの言うリスク負担の個人化問題にそって論じる。 
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Ⅰ．はじめに 

企業不祥事を防止する研究が持ち得る人間観

として，カントがいう，「他律的人間」と「自律

的人間」の二元論的人間観を示すことができる。

他律的人間とは，外からの圧力や誘因，言い換

えれば，誰かに言われたから，皆がやるから，

こちらの方が儲かるからなどを理由として行動

する人間でカントは「未成年」と称している。

自律的人間とは神や聖職者から一方的に与えら

れる絶対的な教条の中にあるのではなく，不正

を退けて正義を行おうとする人間理性の欲望に

負けない力をもったものであり，絶対的な権威

や，その命令に服従を余儀なくされたとしても，

その決断の前に「自由な意志」にもとづいて立

ち止まり，考え抜いたうえで決める「自律＝自

由な意志」を持ったものである。カントはこれ

を「啓蒙された人」と称した。 

同様に，アダム・スミスは『道徳感情論』に

おいて，二元論的人間観を示している。それは，

weak man（弱い人間）すなわち利己的な個人と，

wisdom man（賢者）すなわち公平な観察者であ

る。弱い人間すなわち利己的な個人は，利益追

求行動を促し，「見えざる手」によって社会繁栄

と富の再分配をもたらす。一方，賢者すなわち
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公平な観察者は，正義の規範を作り，「見えざる

手」によって，行き過ぎた利己的行動を制御し

て，社会秩序をもたらすとして，かつ，これら

の二人は個人に同居するが賢者は公平な観察者

を内にもつものであると論じている。 

今日，企業不祥事を防ぐ方法を考察する上で

肝要なのは，この何れの人間観に立脚するのか

である。例えば，公益通報や内部告発は，賢者

であり，かつ，自律的人間しか行えないもので

あろう。「言い出しにくかった」「報復人事が怖

かった」「言える雰囲気ではなかった」等不祥事

が明るみになる度に繰り返し聞かされる言葉は，

多くは弱い人間であり他律的人間であることを

意味しているのではないだろうか。 

この人間観を前提とした場合に，取り得る対

処をして２通りが考えられる。1 つは，個人に

問題を還元し，「未成年」を啓蒙により自律的人

間に変えることである。２つは，弱い人間を前

提に，他律的人間に影響を与える周辺環境を変

えることである。本研究課題における先行研究

にはこの２つの接近方法があった。 

本稿では，弱い人間の前提に立って職場にお

ける個人を取り巻く風土に焦点を当て論を進め

ることとしよう。 

Ⅱ．実務の状況 

    従来，日本的経営は，「組織は人なり」，「人は

財産」「一体感」をキーワードに，人間尊重の経

営をその特徴とし，従業員間の高い一体感や所

属組織への高い一体感が指摘されてきたことは

周知の通りである（例えば，占部1978，守島 1996，

田尾 1997）。しかし，今日，日本の労働市場で

正規と非正規の二重構造が拡大，今日被雇用者

の３人に１人が非正社員１であることもよく知

られている。このような就業形態の構成では，

一体感を持つことができず，ひいてはコミット

メントが低下し様々な弊害がでることが考えら

れる。例えば，「ＱＣサークルの試練」として指

摘される２。曰く「非正規社員に参加を呼びかけ

ても，『正社員より待遇が悪いのに，なぜ一緒に，

勤務時間外までつぶして無給の活動をしなけれ

ばならないのかと反発に遭う』」という問題であ

る。いわゆる，格差拡大，均質な社会の崩壊と

いう構造変化で，日本の品質管理は大きな岐路

に立っている３との指摘である。 

一方，このように個人の問題ではなく構造の

問題であるとの指摘もある。「品質改善や生産性

向上のための提案を従業員から受け付ける制

度」において「自社の正社員を提案制度の対象

にしている企業は８８・５％に達」する一方，

「自社の非正規社員（派遣やパート社員など）

になると６５・６％に低下」するという問題で

ある４。すなわち非正規社員が問題に気がつき提

案しようと思っても，制度そのものがないがゆ

えに，いくら非正規社員のモチベーションやコ

ミットメントを引き上げる施策を打ったにせよ，

そもそも身分の違いを理由に意見を聞かないの

であるから経営に反映されることはない。 

これらとは別に個人を取り巻く環境問題とし

てとらえる動きもある。企業体質・組織風土・

組織文化に問題があるという指摘である。例え

ば，「閉鎖的な物言えぬ企業体質が問題拡大の根

底にある」「同族経営の弊害」「お伺い体質」「ワ

ンマン体質」などである。

実務としては，雇用形態の問題か，企業体質の

問題かで議論がされているようである。

Ⅲ．先行研究と課題の所存 

Ⅲ-１．就業形態に関係する先行研究と問題指摘 

 はじめに就業形態と経営事故の関係について考

察を進めることとしよう。製造現場で働く請負ス

タッフが増加するにつれ，請負スタッフへの教育

訓練負担増加・請負スタッフ間引き継ぎ漏れ・教

育訓練不足による生産性や製品の品質が低下する

リスクも増加（木村 2002，佐藤・佐野・木村 2003）。

「再雇用の保障も与えられない低賃金の短期契約

で企業倫理の遵守を要求することは制度的に不可

能」(北村 2007)との警鐘がある。確かに，あえて
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ことを荒立てて不具合をその組織に報告するより

も，つつがなく派遣期間を満了し立ち去ることを

選択することが個の視点からは合理的であると考

えられるからである(cf. Hirschman 1970)。 

しかしながら，果たして就業形態という外観的

に分かりやすい関係だけであろうか。むしろ，就

業形態は外観上の問題であって潜在的な理由が存

在するようにも考えられる。 

Ⅲ-２．コミットメントに関する先行研究の成果 

～雇用形態は不祥事の原因なのか～ 

生産現場における提案制度，小集団活動などの

意思決定への参加が果たした役割，特にＨＲＭと

して重要視されるのは｢参加的動機づけ｣(太田 

1994)によるモラールの向上である。これらの研究

の文脈では，従業員は組織にとって重要な一員と

して認められるが故に，自発的に組織目標へ貢献

することが動機づけられるということである（例

えば，守島 1996）。しかし今日，木村（2003）が

指摘するように，フルタイマーは情緒的コミット

メントがコミットメントの中心になっているのに

対し，パートタイマーはその傾向はなく，職種コ

ミットメントが比較的大きな割合を示しているこ

とを前提とすると，組織よりも職種へのコミット

メントが重要な労働者の拡大によって，一体感を

前提とした品質保証などの制度は自壊し組織にと

って重大な事故や不祥事が見落とされていく潜在

リスクの拡大が考えられる。木村(2003)の研究に

よると，対人貢献度＝「役立ち感」が，内的報酬

として情緒的コミットメントを高める要因になっ

ているといえるだろうと指摘している。木村のい

う情緒的コミットメントは「組織の価値や目標へ

の一体化，同一化といった側面と，組織への好意

的感情や愛着の２つの側面を含む，組織への積極

的・感情的なコミットメント」である。そうする

と，組織の価値への一体感や，組織への好意的感

情や愛着の２つの側面は，「役立ち感」すなわち対

人貢献度を上げることが対策上重要となると指摘

している。そうすると膾炙されている就業形態は

表面上の因果関係で，就業形態が品質低下などの

要因ではなく，管理の問題であることが明らかに

なってくるのである。 

Ⅲ-３．職場における個人の孤立化に関する先行

研究と課題 

このように一見非正規・正規とみられる雇用形

態を原因とする論を精査すると，孤立化が問題で

あることが先行研究の指摘から考えられる。そこ

で，孤立化に関して論を進める。

 宮本他(2003)は組織制度・職場コミュニケーシ

ョンが違反意識・違反経験に及ぼす影響の実証研

究を行い，「職場内コミュニケーションが極端に少

ない成員は，なんからかの違反意識が高くなる傾

向にあり，組織的違反を容認する傾向が強い」こ

と「組織成員を職場環境から孤立させることは違

反意識を促す可能性がある」ことを指摘している。

宮本他(2003)の研究のいう職場環境からの孤立は

「相談できる上司がいない」「相談できる同僚がい

ない」「歓送迎会がない」「会議に出席しない」な

どの行動変数である。 

  島貫(2007)は事務系派遣労働者本人の認知を調

査し，非正社員の約 4割が仕事に必要な知識やノ

ウハウの説明を受けておらず，かつ，職場のルー

ルや社内規則の説明を受けていない。そして，６

割が仕事ぶりに対する評価や改善点の説明を受け

ていないという実態を明らかにしている。これは

職場からの孤立感をもたらすと考えられる。 

 『道徳感情論』においてスミスは，「共感」は道

徳的感情であり，人間関係や社会秩序を基礎づけ

る原理として機能すると述ずる。「胸中の公平な観

察者」を育てるからである。堀他(2003)は個人特

性として，共感的配慮，自尊感情，視点取得，関

心の狭さ(-)が組織的違反への抵抗と関係している

ことを指摘している。 

 以上からは就業形態は問題の核心ではなく，そ

の管理・運営面から職場環境から孤立させること

が因子となり得ていると言えるとの仮説として考

えられる。 
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Ⅲ-４．コンプライアンスに関する研究と課題 

不祥事防止の為にコンプライアンス体制の構築

と強化が主張される。経営層は率先垂範し，社員

に対するコンプライアンスの徹底を強調する論で

ある。このような実務の論調に対して反論が述べ

られている。 

まず「トップダウン的に行われる形式的な『コ

ンプライアンスシステムの整備』は『職場での不

正・違反放置の風土』に対して限定的な影響力し

かない」(星野他 2008)ばかりではなく，心理学の

研究知見では権力や権威への服従を生じる逆機能

が指摘されている。例えば，法令遵守などは「単

純に権威者の命令に従っているだけのことであ

る。」(蘭 2007 p.21)。このような権威者の命令に

従う教育が服従の文化を形成する。権威者の命令

に従っているだけという危うさについての心理学

研究の代表例は「ミルグラム実験」(Milgram 

1974)である。組織において個人は自己判断を停

止させて権威者の指示に従うという人間の心理状

況の指摘である。個人の倫理感よりも権威者の指

示に従う傾向を本来人間は有することが明らかに

なっている。これらでは弱い個人が指摘されてい

る。 

さらに，コンプライアンスを重視しても不祥事

を防げないことについて「強力な法律を作って義

務として強制しようとすればするほど，人々は，

責任を他人に転嫁して逃れようとする。法を積極

的に順守するよりも，法による制裁を逃れさえす

ればよいという消極的な対応になりがちである。」

（杉本・高城 2001）との指摘もある。 

加えて，告発や通報という報告行動を執った者

を保護する動きは法曹界がその中心に整備が進め

られている。しかし，その法曹家からも，報告行

動ではそもそも日本の組織犯罪には合致しないと

の指摘がある。元検察官で現在法科大学院教授の

郷原(2005)は“ムシ型” “カビ型”のメタファー

を用い「米国ではどんな小さな違法行為も個人の

意思で，個人の利益のために行われるのが特徴」

として個人問題に還元できるのに対して「日本で

の違法行為は個人の意思ではなく，組織の利益を

目的として行われ，カビのようにべたっとまとわ

りつく。・・・この背景には構造的な要因があり，

殺虫剤では退治できない。原因となる汚れや湿気

を取り除かなければ，カビはなくならない。」と指

摘し法令遵守の徹底と懲罰では解決しないことを

指摘している。ここでも弱い個人が指摘されてい

る。 

このような論調を前提とすれば個人の問題とし

て還元しその対処のみにあたることは正にベック

の指摘する個人化問題であり，リスク増大となる

はずである。 

したがって，個人を取り巻く環境が重要な要因

となる。 

Ⅲ-５．組織という環境との関係に関する研究と

課題 

これらの研究とは別に，組織という環境と個人

の 関 係 に 注 目 研 究 も さ れ て い る 。

Clinard&Yeager(1980)は「組織風土こそが企業犯

罪の最大の原因であることが明らかになってい

る。」と指摘している。確かに，企業において不祥

事が発生すると組織風土・組織文化が悪いと人口

に膾炙する。あるいは「組織には，個人の倫理観

を歪める“見えざるパワー”が存在しており，不

祥事を撲滅するには，そのパワーの源泉をつきと

めた上で，経営倫理によるマネイジメントを定着

させなくてはならない」（小玉 2000）との指摘が

ある。では，組織における個人の倫理観を歪める"

見えざるパワー"とは何か？このパワーの源泉と

は何であろうか。加護野(2004a b)は「日本企業は，

現場で問題を解決し，改善改良していくことで競

争力を強めてきた。それを，支えてきたのが終身

雇用制度や年功賃金制度といった工夫である。こ

れらの制度は，労働者の一体感を生み出すという

点では効果的だったが，一方では，社命が絶対視

されるようになり意図せざる逆機能が生じた。」と

指摘する。すなわち，一体感に対する人事施策が
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逆機能を生じる可能性がある。「企業と従業員の一

体感を高めようとする諸制度は日本企業の独特の

強みの源泉であるが，日本企業における閉塞感の

源泉でもあるし，最近多発している不祥事の原因

にもなっている場合もある」(加護野 2004c)。そ

うすると，先述の先行研究が強調しているように，

コミットメントや一体感を高めることは必ずしも

報告行動を促進するとは限らない。一体感はかな

らずしも良い方向に働くとは限らないのである。

山岸(2002)は日本の特性として「相互監視・相互

制裁の社会環境」によって集団主義の振る舞いを

せざるを得なくなっているのだと結論づけている。

カントいう「未成年」である。相互監視・相互性

制裁が報告行動に対して負の制裁を与える事を前

提とすると（例えば，「ちくり」「裏切り者」など

の評判や報復人事等），集団行動としての振る舞い

は「言い出せない」となる。 

また，組織風土そのものを問題とする研究も少

ないながら存在する。鎌田ら(2003)は組織風土を

課題として属人思考概念よる研究を進めている。

このように組織風土からのアプローチが存在する。 

Ⅲ-６．先行研究の指摘と研究課題 

 先行研究を整理すると，１つは，個人の問題と

してこの問題を扱うアプローチである。ここでは

報告行動に関係する「コミットメント」「一体感」

「動機付け」の強化が不祥事や品質不良というリ

スク低減として重要であるとする課題設定である。

非正規問題もこの類に属する。 

２つは，組織文化や組織風土を問題とする論点

である。ここでは，個人の心的な問題ではなく，

個人を取り巻く環境と個人のとの関係に課題を設

定している。 

ここで賢察が要請されるのは個人化問題(Beck 

1986)に陥らないことである。すなわち，組織と

いうシステムの問題を，個人の機能不全へと変え，

解消する過ちである。同様に山岸(2002)は，全て

の社会問題や人間関係の原因を個人の心理へと還

元してしまおうとする原因帰属の誤謬を「心でっ

かち」として指摘する。個人は「頻度依存行動」

などにより周辺環境に埋め込まれた行動を起こす

と考えると，問題の核心は個人の意識ではなく，

環境の問題である。例えば北村(2007)は「企業側

の本音は非正社員を増加させ，正社員に対して成

果主義を導入し，ホワイトカラー・エグゼンプシ

ョンと称して正社員の残業代を払わなくすること

で実質的な賃金カットを行い，経営の効率性を上

げようということであろう。またこの政策の思想

的な背景としては市場メカニズムに対する強い信

奉がある。・・・・耳に入ってくるのは，不正会計

処理，顧客情報の漏洩，職場の物品の横領などが

頻繁に発生しているということである。評者はこ

れらの不祥事を個別事故と片付けることはできな

いと思っている」と指摘する。星野他(2008)は「今

後職場レベルの不祥事や事故を防止するために，

コンプライアンスシステムの整備の程度に大きく

依存しない職場レベルや組織成員レベルでの法

令・規則・倫理遵守の風土をどのように醸成して

いくかということが重要であることを示唆してい

る」と指摘する。 

 以上から本論では，まず，組織風土の報告行動

への影響という大きな課題に取り組み外郭を明ら

かにすることを本項の目的とする。 

Ⅳ．組織文化および組織風土の定義と概念

の検討５ 

 冒頭に述べたように，組織事故と組織文化には

密接な関係がある。そこで，組織文化について議

論を進める事としよう。組織文化とはなにか，そ

の定義は何かとの議論は様々である。本研究では，

組織文化の定義として，「組織構成員によって内面

化され共有された価値，規範，信念のセットであ

る」（加護野1988）を援用し定義する。北居（1995）

によると，組織文化研究の端緒は Jaques（1951）

の工場組織についての研究であり，今日の発展の

原点となったのは，Clark（1972）や Pettigrew

（1979）の研究であるという。これら組織文化の
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研究で共通している議論は，組織成員の間で共有

される規範であるといえる。組織文化研究では共

有を要件としていることに異論はないであろう。

その他においても，職場グループの中で造りださ

れた規範（Homans 1950），あるいは，組織の中

で生きていくためのゲームのルールや新参者がメ

ンバーとして受け入れられるために学ばなければ

ならない秘訣（Schein 1968，1978; van Mannen 

& schein  1979）として不可視な規範を対象とす

る研究や，「企業文化には共有された価値観とグル

ープとしての行動に対する規範が含まれている」

(Kotter ＆ Hesket 1984)との指摘もある。加えて

使用する言葉および敬意の念や態度を表す儀式の

ような，人々が相互に影響する際に観察される行

為の規則性（van Maanen & Schein 1979），「製

品の品質」のような，組織によって信奉される支

配的な価値（Deal＆Kennedy 1982），組織のメン

バーが顧客や外部の人と接する際の態度やオフィ

ス・レイアウトによって伝わってくる組織の中の

感情や風土（Tagiuri＆Litwin 1968）として外

観的に観測可能な行為として定義する研究などが

ある。石井・奥村・加護野・野中(1996)は組織文

化を「企業の構成員によって共有・伝承されてい

る価値観，行動規範，信念の集合体」と定義して

いる。何れの研究においても共通している点は「組

織構成員によって内面化され共有された価値，規

範，信念のセットである」（加護野 1988）ことに

異論がありそうにない。 

 組織文化と類似の概念に，組織風土がある。組

織風土という概念は，もっぱら産業心理学や組織

心理学において議論が重ねられてきた概念である。

組織風土の研究は Lewin，Lippit，White(1939)

が端緒６であり，その明確な定義の端緒は「仕事

環境で生活し，活動している人が，直接的にある

いは間接的に認知し，メンバーのモチベーション

や行動に影響を及ぼすと考えられる一連の仕事環

境の測定可能な特性を意味している」

(Letwin,Stringer 1968）である。この組織風土は

その組織の成員によって生成されそして，その成

員が生成された風土により規定されるという創発

関係にある。 

 組織文化と組織風土の概念の相違は，組織風土

が心理学を基底とした研究蓄積であること。組織

文化は人類学を基底とした研究蓄積であることに

負うところが大きい。組織風土と組織文化は極め

て類似した概念である。しかし， 本稿では，上

述の Letwin,Stringer (1968) の組織文化の定義

を用いることとする。なぜならば，本稿の目的は，

個人の報告行動にその個人を取り巻く環境がどの

ように作用するのかである。前述のとおり，組織

風土は個人が日常経験する仕事環境であり，対し

て組織文化がもう少し大きな組織全体で共有され

た価値観である。その両方が報告行動に影響する

可能性は十分考えられる。しかし，本稿では，組

織風土とは気候風土と同様所与の条件ととらえる。

それぞれの風土から影響を受けてその結果として

固有の組織文化が生まれると考えるからである。

したがって分析枠組み上，風土が原因であり文化

が結果として生じるととらえる。本稿の探求課題

は，組織行動個人に直接影響を当てる。原因であ

る風土を探求しようとする試みである。 

Ⅴ．調査尺度の設定と分析の手順

先述の先行研究で用いられた尺度から，組織風

土と報告行動との関係をみるために本稿の課題に

応じた概念と尺度を抜粋して用いることとした。 

とくに，組織風土はそれ自体が実態としてない

構成概念のために，具体的に職場で見ることが出

来る行動に関する項目と，雰囲気という目に見え

ないが認識されていると考えられる項目を用いた。

被説明変数としては，不祥事や品質不良という経

営事故を未然に防ぐための報告行動として，軽微

でも品質不良発見時の報告雰囲気・軽微でも不正

を発見した時の報告雰囲気である。 

これらの原因となるであろうと考えられる事実

並びに行動および雰囲気に関する項目を先行研究

よりピックアップした。 

本稿の探求課題は，報告意図である。これらを，

品質不良の発生原因を見つけたとき・不正を見つ
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けたときの２状況に絞り探求する。これらに影響

を与える要因を先行研究から引用することとした。

それらは，組織風土に関する項目として，「命令系

統」「組織風土」(鎌田他 2003) 「権威主義・責任

回避」「自由闊達・開放的」「長期的・大局的志向」

「柔軟性・創造性・独自性」「慎重性・綿密性」「成

果主義・競争」「チームワークの阻害」「異論への

受容度」（関本他 2001)「開放性」（宮本他 2003)

「相互独立・相互協調的」（山本編 2001所収木内

(1995)）「孤独感の類型判別尺度」（山本編 2001

所収 落合 1983 を会社用に修正）「社命服従の風

土」（蘭 2007を基に作成）ならびに「相互関係・

コミュニケーション」についてはトヨタのモラル

サーベイで用いられている項目（ライカ－・ホセ

ウス 2008)を用いた。組織コミットメントとして

「愛着要素」「内在化要素」（田尾 1997)「職業的

自尊心」（岡本・今野 2006）なお，調査に用いた

項目は先行研究では個人に訪ねているのに対して

本稿の探求課題は組織風土であるから「雰囲気が

ある」に末尾を書き換えた。その他「評価制度」

ならびに，「勤務状況と業績」の項目を今回作成し

た。以上の概念から構成される全５７項目を質問

紙に用いた。 

この質問紙は公開された事業所名簿から 3000

事業所の場長（工場においては工場長，小売並び

に飲食においては店長職）宛に 10月 1 日に郵送

され10月15日を回答起源とする郵送法を用いた。

回収数は 30７であった８。 

 回収したデータからまず，各被説明変数と有意

水準５％以上の相関がある項目を各被説明変数毎

に選別した。被説明変数と有意な相関をもつこれ

らの説明項目について因子分析を行い情報を縮約

しその上で因子得点を用いて回帰分析を行って，

報告行動に及ぼす要因を明らかにした。 

Ⅵ．分析結果 

Ⅵ-１．軽微な品質不良９を報告する雰囲気への組

織風土の影響要因 

①因子分析の結果

被説明変数「品質不良の発生原因を見つけたと

きは軽微であったにせよ会社に積極的に報告し

ようとする雰囲気がある」と有意な相関を有する

項目は１８項目である。これら１８項目をバリマ

ックス回転したときの因子負荷量は付録参照資

料図表５の通りである。因子数の決定には急落法

を用い２因子とした１０。 

第 1因子は，その内容から率直な意見を尊重し，

わいわいがやがやと賑やかな雰囲気が漂っている

等々で構成されているから異論受容の組織風土と

呼称する。対極には旧来のやり方を変えないや，

事を荒立てないや，実力者が関与すると責任の所

在が曖昧になるなどの，硬直的，かつ，属人的な

組織風土が負荷している１１。 

第 2因子は，柔軟に考えることが推奨される，

ミスを学習と成長のチャンスととらえてくれる，

葛藤を避けず本音で話し合うことをよしとする

等々から構成されており，かつ，負の因子負荷と

して成果主義の弊害局面である，仕事面での成果

が上がらないと，肩身の狭い思いをしなければな

らない，仲間同士の競争意識が強く，互いに足を

引っ張りあうような雰囲気の両項目＝これらが無

いから構成されているから，柔軟的個人尊重の組

織風土と呼称する。 この因子の解釈であるが，

異論受容（第 1因子）は，組織の視点から構成さ

れている。かつ，その軸には公式性と属人性，事

なかれが対極である１２。よって，組織的な柔軟性

と組織的な硬直性を意味している。 

柔軟的個人尊重（第 2因子）は，個人の視点か

ら構成されている。かつ，その軸には正の負荷と

して柔軟性の推奨やミスを成長の機会してとらえ

てくれるなどの個人を尊重する要因が負荷し，負

の因子負荷として，競争意識が強くお互いに足を

引っぱると，成果が上がらないと肩身の狭い思い

をするという所謂成果主義の弊害が対極である

１３。よって，個人の柔軟性を尊重するか，成果主

義の弊害として個人を萎縮させるのかを意味して

いる。 

これらから，組織の視点と個人の視点を軸とし

た４象限に分類できる（図表１）。 
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図表１ 品質不良に影響する組織風土 
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②因子得点を用いた回帰分析の結果と解釈

図表２ 品質不良報告意図への影響 

 組織の異論受容性が高ければ，品質不良の報

告意図に正の影響を与え，柔軟的個人尊重であれ

ば，品質不良の報告意図に正の影響を与えるとい

える。 

β係数ｔ値F値とも高く，かつ，その符号の正

負には社会通念として納得性がある。 

Ⅵ－２．軽微でも不正を報告する雰囲気への組織

風土の影響要因

①因子分析の結果

被説明変数「不正を見つけたときは軽微であっ

たにせよ積極的に会社に報告しようとする雰囲

気がある」と有意な相関を有する項目は１０項目

である。これら１０項目をバリマックス回転した

ときの因子負荷量は付録参考資料図表６の通り

である。因子数の決定には急落法１４を用い２因

子とした。 

第 1因子は，命令・報告・権限の明確厳格性，

本音と柔軟性，対極に孤立から構成されている１５

から，柔軟的個人尊重と呼称する。 

第 2因子は，ストレートな発言や意思表示＋ワ

イワイガヤガヤとにぎやかで活発な雰囲気＋対面

を重んじず反対意見が表明されるから構成されて

おり，かつ，負の因子負荷として対面を重んじて

反対意見を表明しないと事を荒立てない＝これら

が無いから構成されている１６から，率直正を重視

する組織風土と呼称する。 この因子の解釈であ

るが，柔軟的個人尊重（第 1因子）は，組織がど

のくらい柔軟に考える事や個人を孤立させないこ

とから構成される。かつ，その軸には公式性と属

人性，孤立性が対極である。そこで解釈として組

織的個人尊重（個人の視点）と解することができ

る。 

率直性を重視する組織風土（第 2因子）は，組

織の視点から構成されている。 

これらから，組織の視点と個人の視点を軸とし

た４象限に分類できる（図表３）。 

図表３ 不正報告に影響する組織風土 
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②因子得点を用いた回帰分析の結果と解釈

品質不良= .484異論受容 ＋.518柔軟的個人尊重 

(3.564)***         (3.802)*** 

F=13.648*** 自由度＝２９ 係数はβ係数 

AdjR2 = 0.466 

有意水準： *=10%, **=5%, ***=1% 

(  )内は t値 
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図表４ 不正報告意図への影響 

 組織が率直な意見を尊重するほど，不正に関す

る報告行動に正の働きをもたらす。また，個人の

柔軟性を尊重するほど，不正に関する報告行動に

正の働きをもたらす。 

β係数ｔ値F値とも高くその符号の正負には社

会通念として納得性がある。 

Ⅶ． まとめ

Ⅶ-１．発見事実

発見事実を３点にまとめることができる。第１

に，報告行動の意図は，個人の意思という単独要

素ではなく，組織風土の影響をも受けるというこ

とである。因子分析により類型化をおこなったが，

それらは２軸に縮約でき，その２軸から構成され

る４象限が本論では提示され，タイプ分けされた。

このことは，報告行動に正に分類される（両軸と

もに正）の象限と負（両軸ともに負）の象限とに

分類されるだけではなく，一方軸が正で一方軸が

負の組み合わせの象限が存在する。ゆえに，タイ

プ毎に報告行動に対する考え方が異なることが示

された。 

それの意味するところは，環境と切り離して個

人の心理問題として探求した結果得られた要因は，

組織風土によって作用するかどうか分からないと

いうことである。すなわち先行研究が示した要因

はそれ単独では，報告行動にどのような影響を及

ぼすのかは分からないということを意味する。言

い換えれば，リスクに対して正にも負にも働くこ

とが考えられるのである。 

具体的に例えば，公式な報告経路を組織が設定

していることは一見報告行動を促進するように思

える。しかし，当該組織風土に，異論の受容度が

低い場合には報告行動はとられない。あるいは，

組織風土として異論の受容度が高いことは一見報

告行動を促進するように思える。しかし，相互に

足を引っぱる組織風土においては，足を引っぱる

目的で報告がされることが行われてもそれ以外の

時には報告されない＝選択的報告行動がとられる

ことが予想される。このように，一見社会通念的

な妥当性を有する個人の心理的要因あるいは行動

促進要因であっても，個人的な要因のみではそれ

が機能するかどうかは分からないのである。 

本稿の分析で具体的には，品質不良報告行動に

おける負の１軸に「お互いが足を引っぱる」「成果

が上がらないと肩身の狭い思いをする」組織風土

が因子負荷しているが，不正報告の行動にはこの

項目はそもそも有意な相関がない。このように，

報告行動によってそれを促進する組織風土は異な

るのである。 

 第 2に，本論では報告行動を，不正・品質不良

という２カテゴリーを被説明変数として探求した。

これらのカテゴリーへの影響要因の構成はそれぞ

れ異なるということである。それの意味するとこ

ろは，環境と切り離した個人の心理問題として探

求した結果得られた要因は，報告内容によってそ

の作用が異なるということである。因子分析の結

果各因子を構成する要因は異なっている。すなわ

ち，それぞれの報告する組織風土と個人尊重のあ

り方は異なるのである。この発見事実は，今後の

研究はもとより特に経営管理上に重要な示唆を与

えると考えられる。 

Ⅶ-２．本研究の限界 

本稿は探求課題を，個人に還元せず，組織風土

不正＝ .436 率直組織＋ .415 柔軟的個人尊重 

(2.836)***         (2.700)** 

F=7.66*** 自由度＝２９ 係数はβ係数 

AdjR2 = 0.315 

有意水準： *=10%, **=5%, ***=1% 

(  )内は t値
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と報告意図の関係に焦点を絞り探求を進めた。こ

のために，大きな地図を描くために詳細な検討を

必要とする部分を割愛せざるをえなかった。この

ために大変粗いものとなっていることは否めない。

また，紙面の都合上，さらに要因間の関係にも触

れることはできなかった。これは別の機会に譲り

たい。 

今後の研究発展の為の課題として，１に，３要

因間の異なりの理由である。なぜ，品質不良・不

正に作用する組織風土は異なるのかである。２に，

組み合わせ問題である。例えば，品質不良と不正

の両方に作用する組織風土とは何かという問題で

ある。３に，さらに詳細な検討である。組織風土

を形成する要因間の関係についてさらに詳細な検

討が必要である。上記の課題を探求できなかった

ことは今後の研究の課題である。 

Ⅶ-３．マネジメントへの示唆 

上記の発見事実を踏まえて，マネジメントへの

示唆について議論することとしよう。本稿の問題

意識の根底は，ベックの言う個人化問題，すなわ

ち原因帰属の誤謬がもたらすリスクであった。 

本稿の分析ならびに発見事実を踏まえると，ど

のような報告行動を促進したいのかによって，必

要とされる要件は異なりそれによってマネジメン

ト上必要とされる行為は異なるということである。 

１に，報告意図に影響を与える組織風土の要因

は，目的とする報告内容によって異なるというこ

とである。具体的には，上記で議論したように，

品質不良の報告行動に，競争主義・成果主義の弊

害が負の影響を与えるという例で話を進めると，

このような弊害要因への施策は品質不良報告行動

への負の影響を除外することには有効であっても，

不正の報告を報告する意図への影響は直接的には

ないということである。このように，特定の要因

のみを取り出して対処しても必ずしも功を奏する

とは限らないのである。 

２に，報告行動の公式経路を整備（例えば通報

窓口を整備）しても，組織風土がそれを是として

いない限り有効には働かないということである。 

３に，本研究が示唆するところとして，要因作

用を，欠けばマイナスとなるインフラ的要因と，

報告行動を促進する要因に分けてマネジメントす

る必要がある。このことは，「衛生要因」と「動機

付け要因」を例にすると読者にはなじみ深いだろ

うか。本研究では，報告経路がきっちりときめら

れていることは「衛生要因」的なものであるが，

報告を促進させようとすると，異論を受容する組

織風土のマネジメントなど「動機付け要因」が必

要である。 

４に，所謂成果主義の弊害と言われる「成果が

上がらないと肩身が狭い」「仲間同士の競争意識が

強く，お互いに足を引っぱる」という項目が本稿

で示した品質不良の報告行動（意図）のみに負の

負荷を示していることである１７。すなわち品質不

良発見時に従業員に報告を求めたい組織体におい

て安易な成果主義の導入自体がリスクの発生源で

あると考えられる。 

このように，目的に応じた組織風土の構築が要

請される。この観点を欠いた施策は思わぬ負の影

響を与え，リスク削減を目的としながら，逆にリ

スク増大を招く可能性や，全く効果をもたらさな

いことが考えられる。 

そうすると，今日要請されることは，インフラ

にあたる要因をきっちりと構築し運用することは

言うまでもないが，相互コミュニケーションを促

進し，異論を受け容れ易くする職場作りへの取り

組みは，遠回りではあるが，異論を受容する組織

風土の醸成と所謂ワイガヤの組織文化の醸成を介

して，報告行動を促進するものと思われる１８。そ

れは「共感」の育成により「胸中の公平な観察者」

を育てていることになり，組織不正への抵抗感を

増すと考えられるからである。 

Ⅶ-４．研究への示唆 

 ベックの個人化問題あるいは山岸の心でっかち

問題である原因帰属の誤謬問題を本論の課題にお

いて排するには，組織要因と個人要因の組み合わ
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せ研究が重要であることが明らかになった。確か

に先行研究が示していたいくつかの個人の心理要

因は構成要素として重要であるように思える。し

かし，個人の心理に影響を及ぼす要因は，組織風

土によって報告行動は左右されるのである。この

事実を前提とすると，この問題探求は，どのよう

な組織風土の元で，どのような個人の心理要因が，

報告行動を促進するのかという組み合わせ問題の

観点からの研究が必要となる。 

 本稿で示した先行研究では，組織不正を防ぐ＝

組織健全化の要因の探求が行われてきた。確かに，

例えば，属人的組織風土は報告行動の阻害要因で

ある。しかし，それは一因であり，かつ，促進要

因ではない。 

この問題は，今後の研究方向に有用な示唆を与

える。一つは，従来通りの要因の探求である。し

かしこれは個人化問題が課題として残る。二つは，

これら要因の組み合わせによりどのような組織風

土が構成されるのかである。三は，このような組

織風土が，報告行動毎にどのように作用するのか

である。これらの役割をめいかくに分けた研究が

必要となることが考えられる。 

Ⅶ-５．今後に向けて 

 この分野の先行研究では，要因の探求が進んで

きた。今後の研究は，これらで明らかになった要

因と，報告行動との関係が明らかにされる必要が

あった。本稿はその探求を行ってきた。ここで示

された，報告行動の種類によって影響する組織風

土は異なるという示唆は，実務的にも今後の研究

においても重要な課題になると考えられる。しか

し，さらなる精緻化が必要であることは言うまで

もない。 

また，本研究過程において，コミットメントが

高いことが必ず報告行動に正の影響を与えると言

えるのかということも疑問としてでてきた。言い

換えれば，組織へのコミットメントは，報告行動

にとって「衛生要因」であったにせよ，「動機付け

要因」なのかという疑問である。逆に特定のコミ

ットメントが高い場合には報告しないという行動

を執ることが予想される。先述の加護野

(2004a,b,c)の指摘である。この件については別稿

による検討が必要である。 
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付録参照資料 

図表５ 品質不良報告に関する報告意図要因の因子分析結果 

因子負荷量 

品質不良の発生原因を見つけたときは軽微であったにせよ報告 異論受容 個人柔軟性

尊重 

率直で、ストレートな発言や意思表示が歓迎される .839 -.023 

相手の対面を重んじて、会議やミーティングなどで反対意見が表明されないことがある -.820 -.051 

仕事で頼りに出来る人が誰もいない雰囲気がある -.753 -.330 

事を荒立てないことが何よりも重要とされる -.742 -.173 

いつもワイワイガヤガヤとにぎやかで活発な雰囲気が漂っている .741 .314 

物事の決定は、オープンな議論に基づいてなされるよりは、 

形式的な稟議や根回しなどによってなされる傾向がある 

-.724 -.276 

命令・報告経路がきっちりと定められている .672 .457 

トラブルが生じた場合、社内の実力者が関係していると責任の所在があいまいになる -.665 -.491 

命令・報告経路は定められたとおり厳格に運営されている .615 .423 

自分の働きが上司に認められると感じている雰囲気がある .600 .410 

周りの状況が変わっても、やたらに旧来のやり方や慣習を変えないところがある -.593 -.422 

業務に関する各自の権限は厳格に守られている .475 .472 

既存の考えや経験の枠にとらわれることなく、物事を柔軟に考えることが推奨される .307 .766 

仲間同士の競争意識が強く、互いに足を引っ張りあうような雰囲気がある .086 -.719 

ミスを学習と成長のチャンスととらえてくれる雰囲気がある .375 .711 

業務に関する各自の権限が明確にされている .513 .560 

仕事面での成果が上がらないと、肩身の狭い思いをしなければならない雰囲気がある -.114 -.515 

お互いにぎくしゃくすることがあっても、 

葛藤を避けず本音で話し合うことがよしとされる雰囲気がある 

.438 .512 

累積寄与率 ％ 36.034 58.052 

固有値 8.90 1.547 
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図表６ 不正に関する報告意図要因の因子分析結果 

因子負荷量 

不正を見つけたときは軽微であったにせよ報告
率直性 柔軟性

既存の考えや経験の枠にとらわれることなく、物事を柔軟に考えることが推奨される .803 .064 

命令・報告経路がきっちりと定められている .755 .433 

業務に関する各自の権限が明確にされている .728 .271 

仕事で頼りに出来る人が誰もいない雰囲気がある -.690 -.465 

お互いにぎくしゃくすることがあっても、 

葛藤を避けず本音で話し合うことがよしとされる雰囲気がある 

.679 .264 

業務に関する各自の権限は厳格に守られている .547 .394 

率直で、ストレートな発言や意思表示が歓迎される .170 .848 

相手の対面を重んじて、会議やミーティングなどで反対意見が表明されないことがある -.212 -.843 

いつもワイワイガヤガヤとにぎやかで活発な雰囲気が漂っている .414 .729 

事を荒立てないことが何よりも重要とされる -.397 -.684 

 累積寄与率 ％ 33.85 65.19 

固有値 5.54 1.06 

注 
１ 総務省統計局「就業構造基本調査」等を参照のこと。 
２ 「ＱＣサークルの試練」2004/07/14 日経産業新聞 p.24 
３ 「ＱＣサークルの試練」2004/07/14 日経産業新聞 p.24 
４ 「品質経営度ランキング――提案受付制度、『取引先も対象』」

2009/10/01 日経産業新聞 p.22 

５ なお、本研究の目的は人事アクションとリスクとの関係にあ

るので、組織文化研究にはこれ以上立ち入らない。組織文化研

究にかんする諸問題は出口(2004)の研究を参照せよ。 
６ cf. Schneider., ed.1990, pp.10-13,pp15-17.
７ 業種内訳は、製造業46.7%(14)、運輸業、郵便業13.3%(4)、

卸売業、小売業13.3％(4)、建設業, 電気・ガス・熱供給・水

道業、情報通信業、金融業・保険業、宿泊業・飲食サービス業、

生活関連サービス業・娯楽業、他の営利事業が各3.3%(各1)、

無回答1である。

８ 一般的に心理学研究は小標本理論に基づき統計的検定を行

う。その場合、変数間（要因間）の関連の大きさを検討するこ

とは少ない。むしろ統計的検定により、関連があるかないかを

解明することを目的としている。本研究も組織風土の認識とい

う心理過程を問題としており右方法論にしたがっている。した

がって、社会調査データを用いる場合の、大標本理論に基づく

研究と混同しないことが肝要である。特に、少数サンプルであ

ることのみが「一般化に至らない」という論拠のみによって批

判出来ないことについては例えば、葛西(2009)を参照のこと。

あるいは、入門書として西條(2007)33頁以下を参照のこと。

９ なお、品質という概念は製造業とサービス業では異なる事が

想定されたため、品質不良とはサービス業などの接客業務にお

いては業務上でお客様の苦情につながるようなこと質問紙で併

記した。 

１０固有値１以上とした場合の因子数は４因子となる。この４因

子は本稿で示した２因子の各因子の正負が分離したものであり、

その構成は変わらない。急落法では２因子が採択される。よっ

て解釈の容易な２因子に縮約して議論を進める。

１１固有値１以上とした場合の因子数は４因子となり、この部分

の負荷の正負により２因子に分離する。

１２ 固有値１以上とした場合の因子数は４因子となり、この部

分の負荷の正負により２因子に分離する。 
１３ 固有値１以上とした場合の因子数は４因子となり、この部

分の負荷の正負により２因子に分離する。 
１４固有値１以上とした場合の因子数は４因子となる。この４因

子は本稿で示した２因子の各因子の正負が分離したものであり、

その構成は変わらない。急落法では２因子が採択される。よっ

て解釈の容易な２因子に縮約して議論を進める。

１５固有値１以上とした場合の因子数は４因子となり、この部分

の負荷の正負により２因子に分離する。

１６固有値１以上とした場合の因子数は４因子となり、この部分

の負荷の正負により２因子に分離する。

１７ ちなみに、４因子として分析し、この２項目のみで構成さ

れる１因子は品質不良の報告意図に負の影響を示す。 
１８ 紙面の都合上形成できないが、具体的には、三井物産人事

部による「みんなで『よい仕事』を考える、ことから考える」

取り組みなどをあげることができる。 
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